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●育児介護休業法の改正 
2025年施行の改正育児介護休業法では、仕事と育児、仕事と介護の両立支援制度を社内に
しっかりと浸透させるとともに、対象となる従業員一人ひとりに対して、具体的かつ丁寧
な説明と個別対応を行うことが、強く求められる内容となっています。似たような措置や
ややこしい部分もあり、なかなか理解しづらいのではないでしょうか？ 
そのようなときは、以下の厚生労働省が提供しているサイトをご活用ください。 
 
●おススメサイト  

 育児休業制度（特設サイト） 
育児休業等、仕事と育児の両立支援制度を紹介しています。 
 

 介護休業制度（特設サイト） 
介護休業等、仕事と介護の両立支援制度を紹介しています。 
 

 産休・育休中の経済的支援「かんたん試算ツール」 
 

育児・介護休業特設サイト 

産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール 
 

厚生労働省が提供する出産
育児一時金、育児休業給
付、社会保険料免除等を試
算できるツールです。 所定
の情報を入力するだけで支
給額等を確認できます。 

各制度には要件があり、受
給できる金額も個人ごとに
異なりますが、概算を知る
上では十分役立つツールと
なっています。 
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